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Ⅰ 伐採、造林、保育 

その他森林の整備に関する基本的な事項 

１ 森林整備の現状と課題 

玖珠町は大分県の北西部に位置し、耶馬溪溶岩・万年山溶岩が侵食されてできた玖珠盆地をわが国第

一の二重メサ台地である万年山(1,140m)・大岩扇(691m)・鏡山(675m)がとりまいている。また、筑後川の上

流玖珠川が盆地を東西に貫流し、阿蘇溶岩の断崖には三日月の滝、清水瀑園、慈恩の滝などがあり、美

しい景観を誇っている。 

本町の総面積は 28,651haであり、森林面積は 20,042ha で総面積の約 70％を占めている。その内訳は、

民有林 18,460ha、国有林 1,582ha、民有林の人工林面積は 10,059ha、人工林率 55％となっている。人工

林の齢級別面積は、保育期（1～4 齢級）12％、間伐期（5～7 齢級）27％、主伐期（8 齢級以上）61％であ

る。また、樹種別人工林面積は、スギ 6,287ha、63％、ヒノキ 2,899ha、29％、マツ 235ha、2％、クヌギ・ナラ

430ha、4％でスギ主体とする林業地となっている。 

本町の林業は農業との複合経営がほとんどで木材生産、水源かん養、自然環境の保全等の機能を有

する重要な産業である。 

   このため、森林の有する多面的機能を総合的により高度に発揮させるため、適切な保育、間伐の推進を

行いながら、育成林施業、天然育林施業等を計画的に実施する。また、多様な木材需要に対応するため、

複層林施業や長伐期施業等の推進を図る。 

 

２ 森林整備の基本方針 

大分西部地域森林計画の「森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な

事項」を踏まえ、森林整備に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、生

物多様性の保全及び地球温暖化の防止に果たす役割等を配慮しつつ、適正な森林施業の実施や森林の

保全の確保により、健全な森林資源の維持造成を推進する。 

森林を資源の状況、並びに本町の特性、森林に対する自然的条件、及び社会的要請を総合的に考慮し

ながらそれぞれの森林が発揮を期待される機能ごとに区分し、育成単層林における保育及び間伐の積極的

な推進、人為と天然力を適切に組み合わせた多様性に富む育成複層林の積極的な整備、天然生林の的確

な保全及び管理により、重視すべき機能に応じた多様な森林資源の整備を図る。 

 

（１）地域の目指すべき森林資源の姿 

① 水源涵養機能 

下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄えるすき間に富んだ浸透・保水能力の高い森

林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等が整備されている森林 

 

② 山地災害防止機能／土壌保全機能 

下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、下層植生とともに樹木の根が深く

広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されて

いる森林 

 

③ 快適環境形成機能 

樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物質の吸着能力が高く、諸被害に対する抵抗

性が高い森林 
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④ 保健・レクリエーション機能 

身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種からなり、住民に憩いと学び

の場を提供している森林であって、必要に応じて保健活動に適した施設が整備されている森林 

 

⑤ 文化機能 

史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森林であって､必要に

応じて文化活動に適した施設が整備されている森林 

 

⑥ 生物多様性保全機能 

原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息している森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生

育・生息している渓畔林 

 

⑦ 木材等生産機能 

林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成され、成長量が高い

森林であって、林道等の基盤整備が適切に整備されている森林 

 

（２）森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策 

（１）で掲げる森林の有する機能について、それぞれの機能の維持増進を図り、望ましい森林資源の

姿に誘導していくため、森林整備の基本的な考え方とこれらの森林整備を推進していくために必要な

造林から伐採に至る森林施業の推進方策に係る基本的な考え方は次のとおりとする。 

 

① 水源涵養機能 

長伐期施業を推進し、樹木の根系の充実を図る森林は、水源涵養機能の維持増進を図る森林として

整備及び保全を推進する。 

具体的には、洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつ

つ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、伐採に伴って発生する裸地について

は、縮小及び分散を図ることとする。また、立地条件や町民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を

推進する。 

ダム等の利水施設上流部等において、水源涵養の機能が十全に発揮されるよう、保安林の指定やそ

の適切な管理を推進することを基本とする。 

 

② 山地災害防止機能／土壌保全機能 

山腹崩壊により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林など、土砂の流出、崩壊の防備そ

の他山地災害の防備を図る必要のある森林は山地災害防止機能／土壌保全機能の維持増進を図る森

林として整備及び保全を推進する。 

具体的には、災害に強い町土を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、林床の裸地

化の縮小及び回避を図る施業を推進する。 

また、尾根部や急傾斜地については、風倒木や林地崩壊等の自然災害の発生の危険性が高い森林

において、間伐等による針広混交林化や広葉樹林化を進めるなど、天然力も活用した施業を推進する。 

特に河川沿いの河岸浸食等により流木の発生の危険性が高い森林について、流木被害を軽減するた

め、適正な管理が行われていないスギ、ヒノキ等の針葉樹林については、根系が発達した広葉樹林への

林種転換を進めることで災害に強い森林づくりを推進する。その際、河川管理の関係機関との連携を図

る。 
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ただし、河川沿いに生育する針葉樹人工林であっても十分な樹冠長を有する森林や根系が発達して

いる森林等についてはこれを保全する。 

集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の流出防備等の機能が十

全に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進するとともに、渓岸の侵食防止や山脚の固

定等を図る必要がある場合には、谷止や土留等の施設の設置を推進することを基本とする。 

 

③ 快適環境形成機能 

町民の日常生活等に密接な関わりを持つ里山林等で、騒音や粉塵等の影響を緩和する森林及び森

林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の気象条件を防止する効果が高い森林は、快適

環境形成の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。 

具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の浄化のために

有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進する施業や適切な保育・間伐等を推進する。 

快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切な管理を推進する。 

 

④ 保健・レクリエーション機能 

観光的に魅力ある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャンプ場や森林公園等の施

設を伴う森林など、町民の保健・教育的利用等に適した森林は、保健・レクリエーション機能の維持増進を

図る森林として整備及び保全を推進する。 

具体的には、町民に憩いと学びの場を提供する観点から、立地条件や町民のニーズ等に応じ広葉樹

の導入を図るなどの多様な森林整備を推進する。また、保健等のための保安林の指定やその適切な管理

を推進する。 

 

⑤ 文化機能 

史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観等を形成する森林は、潤いある

自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文化機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推

進する。 

具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進することとする。 

また、風致の保存のための保安林の指定やその適切な管理を推進する。 

 

⑥ 生物多様性保全機能 

全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与していることを踏まえ、森

林生態系の不確実性を踏まえた順応的管理の考え方に基づき、時間軸を通して適度な攪乱により常に

変化しながらも、一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件・立地条件に適した様々な生育段階や

樹種から構成される森林がバランス良く配置されていることを目指すこととする。 

原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・

生息する渓畔林などの属地的に機能の発揮が求められる森林については、生物多様性保全機能の維持

増進を図る森林として保全する。 

また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進する。 

 

⑦ 木材等生産機能 

町民の日常生活に不可欠であり、再生可能資源として高まりつつある木材等の林産物を持続的、安定

的かつ効率的に供給する観点から、林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能な森林は、
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木材等生産機能の発揮を重視する森林として整備を推進する。 

具体的には、森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林地を生育させるための適切な

造林、保育、間伐等の実施を推進する。この場合、施業の集約化や機械化を通じた効率的な整備を推進

する。 

 

３ 森林施業の合理化に関する基本方針 

各種講習会、地域森林林業活性化協議会等を通じて、森林施業の共同化の普及啓発活動を行うことに

より、森林所有者間の合意形成に努め、玖珠町森林整備計画に即した森林所有者間の施業実施協定等

の締結を促進する。 

また、不在町森林所有者が多い地域にあっては、公的分収造林契約による施業実施を啓発するととも

に、森林組合等による施業の受委託を推進するものとする。 

 流域に関係する県、町、森林管理署、森林組合、木材協同組合、素材生産・造林事業体、木材加工・ 

流通事業体を構成員とする流域林業活性化協議会を通じて、森林施業の共同化、林道・作動道の整備、

林業・林産業の担い手の育成、機械化林業の推進、森林の整備に関する施設等木材生産・流通・加工に

おける条件整備を計画的かつ総合的に推進する。 

 

Ⅱ  森林の整備に関する事項 

第１ 森林立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

1 樹種別の立木の標準伐期齢 

大分西部地域森林計画に定める立木の標準伐期齢に関する指針に基づき、主要な樹種ごとに、平均生

長量が最大となる年齢を基準とし、森林の有する公益的機能、既往の平均伐採齢及び森林の構成を勘案し

て定める。 

標準伐期齢は、地域を通じた標準的な立木の伐採（主伐）の時期に関する指標として定めるものであり、

標準伐期齢に達した時点での森林の伐採を促すためのものではない。 

 

  樹種別の立木の標準伐期齢 

地 域 

 

 

樹 種 

スギ 

 

ヒノキ 

 

マツ 

 

その他 

針葉樹 

クヌギ 

 

その他 

広葉樹 

全域 ３５年 ４０年 ３５年 ４０年 １０年 １５年 

 

2 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

立木の伐採のうち主伐については、更新（伐採跡地(伐採により生じた無立木地)が、再び立

木地となること）を伴う伐採であり、その方法については、以下に示す皆伐又は択伐によるものと

する。 

（１）皆伐：皆伐については、主伐のうち択伐以外のものとする。 

   皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然的条件及び公益的機能の確保の必要

性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、１箇所当たりの伐採面積が２０ha を越えない規模と

し、適切な伐採区域の形状及び伐採区域のモザイク的配置に配慮し、適確な更新を図る

こと。 

特に、林地の保全、土石流や落石の防止、各種気象災害の防止及び景観等風致の維
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持、渓流周辺及び尾根筋等の森林における生物多様性の保全等のために必要がある場

合は、概ね幅２０ｍ以上の保護樹林帯等を設けること。 

なお、１箇所とは、立木の伐採により生ずる連続した伐採跡地をいう。また、連続しな

い伐採跡地があっても、相隣する伐採跡地で当該伐採跡地間の距離（当該伐採跡地間

に介在する森林（未立木地を除く。）又は、森林以外の土地の距離をいう。）が２０ｍ未満

に接近している部分が２０ｍ以上にわたっている場合は、１箇所とみなす。 

ただし、立木の伐採により生ずる伐採跡地の形状が一部くびれている場合であって、

そのくびれている部分の幅が２０ｍ未満であり、かつ、その部分の長さが２０ｍにわたって

いるときは、当該伐採跡地を１箇所とみなさない。 

 

（２）択伐：択伐は、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であっ

て単木・帯状又は群状を単位として伐採区域全体でおおむね均等な割合で行うこと。 

なお、材積にかかる伐採率が３０％以下（伐採後の造林が人工造林による場合にあた

っては４０％以下）であること。 

また、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構成となるよう一

定の立木材積を維持するものとし、適切な伐採率によること。 

 

（３）立木の伐採（主伐）に当たっては、以下のアからキまでに留意すること。 

 

ア 森林の生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣等に重要な空洞木については保残等に努

めること。 

 

イ 高性能林業機械を用いた伐採を行う場合には、伐木・造材・運材作業に伴う林地の荒廃

を招かないよう配慮すること。 

なお、やむを得ず林地荒廃が発生した場合は速やかに土砂の流出防止等の措置を講

じるとともに、人工植栽などにより森林の早期回復を図ること。 

路網開設が困難で崩壊の恐れのある急傾斜地等においては、タワーヤーダ等架線系集材機の

活用も検討すること。 

 

ウ 伐木・造材作業で生じた枝条や根株等の林地残材が落下・流出しないよう必要な措置を

講じること。 

 

エ 伐採の時期については、標準伐期齢以上とし、森林の公益的機能の維持増進や地域

の森林の構成等に配慮し、木材等資源の効率的な循環利用や生産目標に応じた林齢で

伐採すること。 

 

オ 伐採跡地において人工造林を行う場合は、既往の植栽樹種等を勘案し、気候、土壌等

の自然条件に適合した樹種を速やかに植栽すること。 

特に、伐採後に的確な更新が行われていない伐採跡地については、その早急な更新

を図ること。 

 

カ 伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定め、その方法

を勘案して伐採を行うこと。 
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特 に 、 伐 採 後 の 更 新 を天 然 更 新 に よ る 場 合に は、 天 然 稚 樹 の 生 育 状 況 、 母 樹 の 保

存、種子の結実等に配慮することと。 

 

キ  その他立木の伐採方法及び集材については、大分西部地域森林計画で定める「林産

物の搬出に関する事項 （５）林産物の搬出方法」に適合したものとすること。 

 

 

 ３ その他必要な事項 

（１） 尾根や急傾斜地など木材生産に適さない林地の人工林については、上層林を一定程度伐採し、自然植生

の導入を促進することにより、針広混交林へ誘導していくこととする。 

 

（２） しいたけ原木の伐採後に天然更新を行う場合は、良質な原木の確保と萌芽の促進を考慮し、地域の気候 

条件等に応じて適期に伐採する。 

 

（３） 広葉樹の伐採後に天然更新を行う場合は、萌芽等により更新を促進するため伐区の形状、母樹の保存等 

について配慮し、概ね１０月から３月の間に伐採する。 

 

  (４) 河川や渓流沿い、急傾斜（概ね傾斜 35度以上）の尾根谷部など林地崩壊等の発生のおそれのある林地の

人工林については、上層木を一定程度伐採し、自然植生の導入や広葉樹の植栽を行い、針広混交林化又

は広葉樹林化の推進を図ることとする。 

 

第２  造林に関する事項 

 １ 人工造林に関する事項 

（１）人工造林の対象樹種 

大分西部地域森林計画で定める人工造林の対象樹種に関する指針に基づき、適地適木を基本として、気

候、地形、土壌等の自然条件、樹種又は品種の特性、施業技術の動向、木材の利用状況、地域における造林

種苗の需給動向等を考慮し選定する。 

また、品種の選定にあたっては、特定苗木など成長に優れた苗木や少花粉スギ等の花粉症対策に資する苗

木の増加に努める。 

なお、人工造林をすべき樹種については、画一的な樹種の造林を促進することとならないようにするととも

に、郷土種の選定等森林の生物多様性の保全にも留意すること。 

さらに、スギ、ヒノキ、クヌギ以外の樹種を人工造林しようとする場合は、林業普及指導員又は、町の林務担当

部局とも相談の上、適切な樹種を選択すること。 

 

   人工造林の対象樹種 

人工造林の対象樹種 

スギ・ヒノキ・マツ類・その他針葉樹・クヌギ・高木性広葉樹 

 

（２）人工造林の標準的な方法 

大分西部地域森林計画で定める人工造林の標準的な方法に関する指針に基づき、次のとおり定める。 

  

  ア 人工造林の標準的な方法 
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人工造林の造林樹種について、施業の効率性や地位等の自然条件を踏まえ、既往の植栽本数や保安

林の指定施業要件を勘案して、次表に定めるとおり１ヘクタール当たりの標準的な植栽本数を植栽すること。

その際、疎植造林（１，５００本／ha 程度）を検討すること。 

また、複層林化を図る場合の樹下植栽について、それぞれの地域において定着している複層林施業体

系がある場合はそれを踏まえつつ、標準的な植栽本数に下層木以外の立木の伐採率（材積による率）を乗

じた本数以上を植栽すること。 

さらに、定められた標準的な植栽本数の範囲を超えて植栽しようとする場合は、林業普及指導員又は町

の林務担当部局とも相談の上、適切な植栽本数を決定すること。 

 

  人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数 

 樹種  仕立ての方法 標準的な植栽本数（本／ha） 備考 

ス ギ － １，０００～３，０００  

ヒノキ － １，５００～３，０００  

マツ類・ 

その他針葉樹 

 

－ 

 

１，０００～３，０００ 

 

 

クヌギ － １，０００～３，０００  

高木性広葉樹 － １，０００～３，０００  

 

   イ その他人工造林の方法 

気象条件、自然条件、既往の造林方法等を勘案し、地ごしらえの方法、植栽時期、植付けの方法その他

必要な事項について次表のとおりとする。 

  その他の人工造林の方法 

区分 標準的な方法 

 地ごしらえの方法 

 

 伐採木及び枝条等が植栽や保育施業の支障とならないように必要に応じて整理す

るとともに林地の保全に配慮すること。 

 また、高性能林業機械による主伐については、地拵え、植栽を一体的に実施して

作業の効率化に努める。 

 植付けの方法 

 

 

 

 

 土壌の性質、苗木の特性を勘案しながら、良質な苗木を選び丁寧に植える。 

 新植地での苗木は、乾燥して衰弱することがないように、風当たりの少ない日陰など

で臨時に仮植する。 

 植え穴は、表面の腐植の多い土を掘り取って片方に寄せ、穴をよく耕し植え付けの

深さを十分確保する。なお、植え付けは曇天無風の日又は降雨直前に行う。 

 特に、高性能林業機械による主伐については、植付けの省力化や活着率の高さ、

植栽時期を選ばないなどの優位性のあるコンテナ苗の利用も検討する。 

 植栽の時期 

 

 

 

 気候及び苗木の生理的条件に留意し、早春樹木が成長を始める前と晩秋の落葉

期から結霜期までに植え付けるが、一般には春植えを行うこととする。 

 針葉樹については２月から３月、広葉樹については３月から４月にかけて植え付け

を行う。 

(３）伐採跡地の人工造林をすべき期間 

大分西部地域森林計画で定める伐採跡地の人工造林をすべき期間に関する指針に基づき、森林の有す

る公益的機能の維持及び早期回復並びに森林資源の造成を図る観点から、３に定める植栽によらなければ

適確な更新が困難な森林に指定されている森林など、人工造林による更新を図るもので、皆伐による伐採に
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係るものについては、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して２年以内に更新するこ

と。 

また、択伐による伐採に係るものについては、伐採による森林の公益的機能への影響を考慮し、伐採が終

了した日を含む年度の翌年度の初日から起算し５年を超えない期間に更新すること。 

 

 ２ 天然更新に関する事項 

天然更新については、前生稚樹の生育状況、母樹の存在等森林の現況、気候、地形、土壌等

の自然的条件、施業技術体系等からみて、主として天然力の活用により適確な更新が図られる森

林において行うこと。 

また、別に定める「玖珠町天然更新完了基準」により、森林の確実な更新を図ること。 

なお、以下のような天然更新が期待できない森林等については、人工造林（植栽）により更新

を図ること。 

① 種子を供給する母樹が存在しない森林 

② 天然稚樹の育成が期待できない森林 

③ 広葉樹人工林であって、林床に木本類が見られないもののうち、気候、地形、土壌条件、周囲の森林の 

状況等により、皆伐後も木本類の侵入が期待できない森林 

 

（１）天然更新の対象樹種 

大分西部地域森林計画で定める天然更新の対象樹種に関する指針に基づき、天然更新の対象

樹種を次表のとおりとする。 

 

 天然更新の対象樹種 

天然更新の対象樹種 マツ類・高木性広葉樹 

 ぼう芽による更新が可能な樹種 クヌギ・コナラ・高木性広葉樹 

 

（２）天然更新の標準的な方法 

  ア 天然更新の対象樹種の期待成立本数 

大分西部地域森林計画で定める天然更新の標準的な方法に関する指針に基づき、天然更新

の対象樹種について、天然更新すべき本数の基準となる期待成立本数を次表のとおりとする。 

天然更新を行う際には、天然更新すべき期間内に、期待成立本数に１０分の３を乗じた本数

以 上 の 本 数 （ た だ し 、 周 辺 の 植 生 の 草 丈に 一 定程 度 の 余 裕 高 を 加 え た樹 高 以 上 の も の に 限

る。）でなければならない。 

なお、天然更新した立木の本数に算入すべき立木の高さについては、別に定める「玖珠町天

然更新完了基準」によるものとする。 

 

 天然更新の対象樹種の期待成立本数 

         樹種 期待成立本数 

マツ類・クヌギ・コナラ・高木性広

葉樹 
１０，０００本／ｈａ 

天然更新完了本数は、３，０００本／ｈａ以上とする。（期待成立本数×１０分の３） 

イ 天然更新補助作業の標準的な方法 

大分西部地域森林計画で定める天然更新の標準的な方法に関する指針に基づき、天然更新
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により森林の造成を図るものは、必要に応じて地表処理、刈出し、植込み、芽かき等の天然更新

補助作業を実施する。 

施業の区分 標 準 的 な 方 法 

地表処理  

 

ササや粗腐植の堆積により、天然下種更新が阻害されている箇所ではかきお

こし、枝条整理等の作業を行う。 

刈り出し  ササなどの下層植生により天然稚樹の生育が阻害されている箇所について行

う。 

植込み  植え込み本数は、天然稚樹等の生育状況等を勘案し、天然更新の不十分な箇

所に必要な本数を植栽する。 

芽かき  

 

 

クヌギ等の萌芽更新については、萌芽の優劣の差が出てきた２～５年目頃、１

株あたり仕立て本数は２～３本を目安として萌芽整理を行い、更新が不十分な

箇所には補植を行うこと。 

 

  ウ その他天然更新の方法 

大分西部地域森林計画の天然更新の標準的な方法に関する指針に基づき、別に定める「玖珠町天然更

新完了基準」によって更新完了の可否を判断する。 

その際、天然更新すべき立木の本数に満たない場合には天然更新補助作業又は植栽により確実に更新

を図ることとする。 

 

（３）伐採跡地の天然更新をすべき期間 

大分西部地域森林計画で定める伐採跡地の天然更新をすべき期間に関する指針に基づき、森林の有す

る公益的機能の維持及び早期回復を旨として当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算

して伐採後５年を超えない期間に更新すること。 

 

 ３  植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項 

 （１）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準 

大分西部地域森林計画の「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針」に基づき、現況が

針葉樹人工林であり、母樹となり得る高木性の広葉樹林が更新対象地の斜面上方や周囲 100m 以内に存在せ

ず、林床にも更新樹種が存在しない森林を基本とする。 

ただし、Ⅳの１の保健機能森林区域内の森林であって森林保健施設の設置が見込まれるものは除くものとす

る。 

  （２）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在 

森林の区域 備考 

該当なし なし 

 

 ４ 森林法第１０条の９第４項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準 

森林法第１０条の９第４項の伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準については、次のとおり定める。 

 

（１）造林の対象樹種 

  ア 人工造林の場合 

   １の（１）による。 

  イ 天然更新の場合 
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   ２の（１）による。 

 

（２）生育し得る最大の立木の本数 

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林以外の森林の伐採跡地における植栽本数として、天然更新

の対象樹種の立木が５年生時点で、生育し得る最大の立木の本数として想定される本数は、１０，０００本／ｈａと

する。 

また、その本数に１０分の３を乗じた本数以上の本数（ただし、草丈に一定程度の余裕高を加えた樹高以上

のものに限る。）を更新するものとする。 

 

 ５ その他必要な事項 

（１） 植栽木や天然更新木の食害を防止するため、シカが生息する地域にあっては、食害防止資材を設置する

などの措置を講ずること。 

 

（２）河川や渓流沿い、急傾斜の尾根谷部の更新に関する事項 

河川や渓流沿い、急傾斜（概ね傾斜 35 度以上）の尾根谷部など林地崩壊等の発生のおそれのある林地の

人工林については、自然植生の導入や広葉樹の植栽を行い、針広混交林化又は広葉樹林化の推進を図るこ

ととする。 

 

第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準 

  

１ 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 

大分西部地域森林計画で定める間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針

に基づき、間伐は、森林の立木の成育の促進並びに林分の健全化及び利用価値の向上を図ることを旨とし、

地域における既往の間伐の方法を勘案して、間伐の回数及びその実施時期、間伐率等について、次表のと

おりとする。 

間伐時期については、樹冠疎密度が１０分の８に達したときに初回間伐を実施し、その後、下記の表（間

伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法）を標準に生産目等に応じて伐期に到達するま

でに適時適切に実施する。 

 

  （間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法）         単位：年生 

樹種 
植栽本数 

(本/ha) 
1 回目 2 回目 3 回目 4 回目 

スギ 

1,500 15～45 （46～70）     

2,000 15～30 31～45 （46～70）   

2,500 15～25 26～35 36～45 （46～70） 

3,000 15～25 26～35 36～45 （46～70） 

ヒノキ 

1,500 15～50 （51～80）     

2,000 15～30 31～50 （51～80）   

2,500 15～25 26～35 36～50 （51～80） 

3,000 15～25 26～35 36～50 （51～80） 

注 1：()は長伐期の場合として、必要に応じて実施するものとする。 

注 2：本表の間伐の回数と時期は標準であるため、施業方法等や成育状況に応じて実施するものとする。 
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①  選木 

間伐は、林分の構成や林分の競合状況に応じ、林分密度管理図・相対幹距比等を参考とし、定量的、定

性的に本数管理を行うこと。この際には、列状間伐の実施についても考慮する。 

②  間伐率 

地勢、気象及び林況から森林の健全な育成に配慮し、強度の疎開をさけて決定することとし、本数率で１０

～４０％（ただし材積率３５％以下）を目処とする。また、伐採後、一定期間内に林冠がうっ閉するよう行うこと。 

ただし、保安林等の制限林にあっては指定施業要件として定められた間伐率の範囲内で行うこと。 

③  間伐の間隔 

平均的な間伐の実施期間は、植栽本数に応じたものとして上記表（間伐を実施すべき標準的な

林齢及び間伐の標準的な方法）を標準とする。ただし、植栽本数 2,500 本/ha 以上の場合、スギの

標準伐期齢以上は 17 年、ヒノキの標準伐期齢以上は 20 年とする。なお、林分で高齢（老齢）な

場合（スギは 71 年生以上、ヒノキは 81 年生以上）は、計画的間伐対象森林から除くことができ

る。 

 

 

 ２ 保育の種類別の標準的な方法 

地域森林計画で定める保育の標準的な方法に関する指針に基づき、次表のとおり定める。 

 

 

 保育の種類別の標準的な方法 

樹種 保育の

種類 

     実施すべき標準的な林齢及び回数    標準的な方法 

 

備考 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 

スギ 

下刈 △ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △      

次によるものとす

る。 

 

除伐           △ △ △ △ △ 

ヒノキ 

下刈 △ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △      

除伐           △ △ △ △ △ 

クヌギ 

下刈 △ ○ ○ ○ △ △ △         

萌芽整理  △ △ △ △           

注）○は通常的に行うもの。△は必要に応じて適時行うもの 

 

①  下刈は、目的樹種の成長を阻害する草本植物等を除去し、目的樹種の健全な育成を図るた

めに行うものとする。実施期間は植栽後６～７年間を目安に植栽本数、局所気候、植生の繁茂

状況に応じて年に１～２回程度行う。実施時期は６～８月頃を目処とする。 

なお、作業の省力化及び保育費用の縮減を図るため、下刈の隔年実施や疎植地等にあっては、筋刈・坪

刈の作業方法についても考慮すること。 
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②  つる切りは、つる類の繁茂が著しい場所において適切な時期に実施する。なお、下刈・除伐との同時実施

についても考慮する。 

③  除伐は、下刈の終了後、林冠がうっ閉（隣り合う樹木の葉がお互いに接して葉の層が隣地を覆ったように

なること）を始める段階で目的樹種の成長を阻害している侵入樹種、生育不良木等の除去を行うもの。自然

条件、林木相互の配置状況によって、方法・程度、実施時期を考慮すること。 

なお、目的外樹種であってもその生長状況や将来の利用価値を勘案し、有用なものは、保残し育成するこ

と。 

 

  ３  その他必要な事項 

 

ア 長伐期化 

   林冠が発達した健全な人工林においては、公益的機能の維持や再造林費用の削減等の観点から長伐 

期化も検討する。 

 

イ 過密林分の取扱い 

   木材生産に適する林地の人工林のうち、間伐の遅れた林分においては、風害などによる立木被害の防 

止及び林地の保全等を図りながら、徐々に適正な林分密度に誘導する。また、早めの間伐を繰り返すこと 

で、林冠の発達した森林へ誘導すること。 

   なお、標準伐期齢以上の過密林分については、早期の主伐による更新を検討すること。 

 

ウ 木材の生産機能維持増進森林における間伐及び保育 

木材等生産機能維持増進森林における間伐及び保育の実施にあたっては、効率的な森林施業の実

施を基本として、対象森林の集団化を図り、森林施業の集約化及び共同化を推進すること。 

特に、持続的かつ安定的な木材等の生産を図るため、木材需要等に応じて積極的に利用間伐を推進

するほか、地域の技術体系に応じ、路網の整備及び機械化による効率的な列状間伐をはじめとした間伐

を推進すること。 

    エ 育成複層林施業における受光伐 

        育成複層林施業においては、下層木の健全な育成に必要な林内照度を確保するため、当該林分の 

生産目標、対象林の種類・形状・枝張りの状況等を考慮のうえ、下層の生育状況に応じて上層木の抜き 

伐りまたは、枝払いを行うこと。 

 

    オ 竹類の整備 

        竹類の侵入により植栽木の生育が妨げられている育成単層林及び育成複層林については、継続的 

な竹類の除去を行うこと。 

 

第４ 早生樹に関する事項 

大分西部地域森林計画で定める早生樹に関する事項に基づき、早生樹の造林も検討する。 

施業体系の参考事例として、コウヨウザンを掲載する。その他の樹種については、国及び県の研究報告書等を

参考にする。 

 

【コウヨウザン】 

肥沃な谷部などスギの生育が可能な地域が適地である。 

植栽箇所については、斜面上部より斜面中部・下部で生育は良好であり、尾根部は風害や乾燥に注意が必要
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となる。また、シカ及びノウサギによる被害が確認されているので獣害対策が必要である。 

 

（１）植栽本数の基準 1,000～3,000 本/ha 

（２）標準伐期齢   15 年 

（３）標準的な施業方法  

  ①植栽本数 1,500 本/ha 

  ②保育、間伐及びぼう芽整理の実施林齢     単位：年生 

作業種 １ ２ ３ ４ ５ ６～15 16～ 備考 

下刈り ○ ○ ○ △ △ △   

除伐      ○  必要に応じて１回以上 

ぼ う 芽 整

理 
△ △ △ △ △    

※△は、現地状況より実施をするものとする 

※参考資料「早生樹を用いた短伐期林業の手引き（H27.4）」 

※間伐は、必要に応じて実施することとする。 

 

 

第５ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

 １  公益的機能森林の区域及び当該区域内における施業の方法 

森林の有する公益的機能に応じ、当該森林の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森

林の区域及び当該区域内における施業の方法については、大分西部地域森林計画で定められた

公益的機能別施業森林等の整備に関する事項を踏まえ、保安林など法令に基づき森林施業の制

限を受ける森林の所在、森林の自然条件及び社会的条件、「森林の機能別調査実施要領の制定

について」（昭和５２年１月１８日付け５２林野計第５３２号林野庁長官通知）に基づく森林の機能の

評価区分、森林の有する機能に対する地域の要請、既往の森林施業体系、経営管理権及び経営

管理実施権の設定の見込み等を考慮し設定する。 

この際、区域内において機能が重複する場合には、それぞれの機能の発揮に支障がないように

森林施業を定めるとともに、森林の区域については原則林班を単位とするが、必要に応じて準林

班・小林班等により表示する。 

 

（１）水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

  ア 区域の設定 

水源かん養保安林や干害防備保安林、ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源

地周辺の森林、地域の用水源として重要なため池、湧水地、渓流等の周辺に存する森林、水源

涵養機能が高い森林など水源の涵養野機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森

林を別表１のとおりとする。 

 

  イ 施業の方法 

樹根及び表土の保全に留意し、下層植生の発達や林木の旺盛な成長を図るため、適切な保育・間伐等

を促進することを基本とし、伐期の延長、伐採面積の規模の縮小や分散を図ること。 

また、当該森林の伐齢期の下限について、樹種及び地域ごとに標準伐齢期に１０年を加えた林齢を次の

とおりとし、森林の伐齢期の下限に従った森林施業を推進すべき森林を別表２のとおりとする。 
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森林の伐期齢の下限 

区域 樹種 

スギ 

 

ヒノキ 

 

マツ 

 

その他 

針葉樹 

クヌギ 

 

その他 

広葉樹 

玖珠町全域 ４５年 50 年 ４５年 ５０年 ２０年 ２５年 

 

 

（２）土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進

を図るための森林施業を推進すべき森林 

 

  ア 区域の設定 

次の①～③までに掲げる森林の区域を別表１のとおりとする。 

① 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森

林（略称「山地災害防止維持増進森林／土壌保全機能増進森林」） 

土砂崩壊防備保安林、土砂流出防備保安林、落石防止保安林や砂防指定地周辺、山地災害危険

区域等や山地災害の発生により人命・人家等施設への被害のおそれがある森林、山地災害防止機能

／土壌保全機能の評価区分が高い森林等について定める。 

具体的には、傾斜が急な箇所、傾斜に著しい変移点のある箇所、山腹の凹曲部等地表流下水及び

地中水の集中流下する地形を含む土地に存する森林、基岩の風化が異常に進んだ箇所、基岩の節

理又は片理が著しく進んだ箇所、破砕帯又は断層線上にある箇所、流れ盤等の地質を含む土地に存

する森林、表土が粗しょうで凝集力の極めて弱い火山灰地帯等、土層内に異常な滞水層がある箇所、

石礫地、表土が薄く乾性な土壌等の土壌を含む土地に存する森林。 

河岸侵食等により流木の発生の危険性が高い森林、風倒木等の発生が懸念される尾根部や林地

崩壊の発生が懸念される急傾斜地で生育不良と判断できる森林等について定める。 

なお、河岸侵食等により流木の発生の危険性が高い森林とは、例えば（ア）現に河岸侵食等により

流木が発生し、また、今後も気象災害により残存木の倒伏により流木の発生の危険性の高い森林、

（イ）過去の豪雨により浸水した森林、（ウ）過去の豪雨による河川の氾濫で浸水してはいないが、河川

に面した急傾斜地で、林地崩壊により流木の発生が懸念される森林等。 

風倒木等の発生が懸念される尾根部の森林とは、例えば（ア）風倒木等の被害を受けた森林、（イ）

岩石地等で表土が薄く根系の発達が期待できない森林、（ウ）樹冠長率が低く風倒木被害を受けやす

い森林等。 

林地崩壊の発生が懸念される急傾斜地等の森林とは、例えば（ア）林地崩壊の発生した森林、（イ）

岩石地等で表土が薄く、根系の発達が期待できない森林等、（ウ）急傾斜の尾根谷部（概ね傾斜

３５度以上）の森林等。 

 

 

②  快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（略称「快適環境形

成機能維持増進森林」） 

飛砂防備保安林、防風保安林、防火保安林や、町民の日常生活に密接な関わりを持ち塵等の影響

を緩和する森林、風害、霧害等の気象災害を防止する効果が高い森林等。 

  具体的には、都市近郊林等に所在する森林であって郷土樹種を中心とした安定した林相をなして
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いる森林、市街地道路等と一体となって優れた景観美を構成する森林、気象緩和、騒音防止等の機能

を発揮している森林等。 

 

③  保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（略称「保健分化機能維持増進

森林」） 

保健保安林、風致保安林、都市緑地法に規定する緑地保全地域及び特別緑地保全地区、都市計

画法に規定する風致地区、文化財保護法に規定する史跡名勝天然記念物に係る森林、キャンプ場・

森林公園等の施設を伴う森林などの町民の保健・教育的利用等に適した森林、史跡等と一体となり優

れた自然景観等を形成する森林、特に生物多様性の保全が求められる森林、保健・レクリエーション機

能、文化機能、生物多様性保全機能が高い森林等について定める。 

具体的には、湖沼、瀑布、渓谷等の景観と一体となって優れた自然美を構成する森林、紅葉等の優

れた森林美を有する森林であって主要な眺望点から望見されるもの、ハイキング、キャンプ等の保健・

文化・教育的利用の場として特に利用されている森林、希少な生物の保護のため必要な森林等につ

いて定める。  

     イ 施業の方法 

施業の方法として、アの①に掲げる森林においては、地形・地質等の条件を考慮した上で伐採に伴って

発生する裸地化の縮小並びに回避を図るとともに天然力も活用した施業を、アの②に掲げる森林において

は、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を図るための施業を、アの③に掲

げる森林においては、憩いと学びの場を提供する観点からの広葉樹の導入を図る施業、美的景観の維持・

形成に配慮した施業を、特に地域独自の景観等が求められる森林において、風致の優れた森林の維持又

は造成のために特定の樹種の広葉樹（以下「特定広葉樹」という。）を育成する森林施業を図るべき公益的

機能に応じた施業を推進する。 

また、アの①から③までに掲げる森林については、原則として複層林施業を推進すべき森林として定め

ることとしつつ、複層林施業によっては公益的機能の維持増進を特に図ることができないと認められる森林

については、択伐による複層林施業を推進すべき森林として定める。 

ただし、適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分においてこれらの機能の確保ができる森林

は、長伐期施業を推進すべき森林として定めるものとし、主伐を行う伐期齢の下限について、樹種別、地域

別に標準伐期齢のおおむね２倍以上の林齢を次のとおりとし、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分

散を図ることとする。 

なお、アの①に掲げる森林のうち、河川沿いにおける流木の発生の危険性の高い森林の伐採について

は、更新する広葉樹の育成空間や残存木の倒伏による流木化の危険性を考慮する等、現地の森林の状

況に応じて判断する。 

アの①から③までに掲げる森林のうち、公益的機能の維持増進を図るため、以下の長伐期施業を推進

すべき森林の伐期齢の下限に従った森林施業、その他森林施業を推進すべきものを当該推進すべき森林

の区域について森林施業の方法ごとに別表２のとおりとする。 

 

 

 

長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限 

区域 樹種 

スギ 

 

ヒノキ 

 

マツ 

 

その他 

針葉樹 

クヌギ 

 

その他 

広葉樹 
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玖珠町全域 ７０年 ８０年 ７０年 ８０年 ２０年 

（１６年） 

３０年 

    

   なお、択伐による複層林施業推進すべき森林において実施される択伐とは、森林の構成を著しく変化させる

ことなく逐次更新を確保することを旨として行う主伐であって、次に掲げるものとする。 

(ア) 伐採区域の立木をおおむね均等な割合で単木を選定し、又は１０ｍ未満の幅の帯状に選定してする伐採 

(イ) 樹群を単位とし、当該伐採によって生ずる無立木地の面積が０．０５ヘクタール未満である伐採 

 

また、複層林施業を推進すべき森林（択伐による複層林施業森林を除く。）において実施される伐採とは、森

林を裸地化させることなく逐次更新を確保することを旨として行う主伐であって、次に掲げるものとする。 

(ア) 伐採区域の立木をおおむね均等な割合で単木を選定し、又は４０ｍ未満の幅の帯状に選定してする伐採 

(イ) 樹群を単位とし当該伐採によって生ずる無立木地の面積が１ヘクタール未満である伐採 

 

２ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域における森林

施業の方法 

（１）区域の設定 

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域の設定にあたっては、椎茸原

木を含む林木の生育に適した森林、林道等の開設状況や経営管理実施権の設定見込み等から効率的な施業

が可能な森林で、自然的条件等から一体として森林施業行うことが適当と認められる森林を別表１のとおりとす

る。 

また、木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域のうち、人工林を中心と

した林分であるなど周囲の森林の状況を踏まえ、林地生産力が高く、傾斜が比較的緩やかで、林道等や集落

からの距離が近い森林を、特に効率的な施業が可能な森林とする。ただし、災害が発生するおそれのある森林

は除く。 

さらに、区域については、原則林班を単位とするが、必要に応じて準林班・林小班により設定す

る。この際、区域内において１の機能が重複する場合には、それぞれの機能の発揮に支障がない

ように森林施業を行うこと。 

 

（２）施業の方法 

木材等林産物を持続的、安定かつ効率的に供給するため、生産目標に応じた主伐の時期及び方法を定め

るとともに、植栽による確実な更新、保育及び間伐等を推進することを基本とし、森林施業の集約化、路網整備

や機械化等を通じた効率的な森林整備を推進する。 

なお、特に効率的な森林施業が可能な森林の区域のうち、人工林については、原則として、皆伐後には植

栽による更新を行う。 
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 【別表１】 

区 分 森林の区域 面積(ha) 

水源の涵養の機能の維持増進を図る

ための森林施業を推進すべき森林 

 

 

6，38，42，140，175，183，214，237，238，241 

252 林班の一部 

（ただし、クヌギ林、コナラ林については、木材等生

産機能の維持増進を図る森林とする。） 

75.35 

土地に関する災害の防止及び土壌の

保全の機能の維持増進を図るための

森林施業を推進すべき森林 

14．21．23．26．32．34．51．59．86．89．90．94．95

．98．103．106．109．110．111．112．113．125．12

7．132．141．144．146．147．148．149．164．170．

173．174．176．182．209．211．221．222．232．233

．234．242．243．250．254．255林班の一部 

253.07 

特に、河岸浸食等により流木の発生の危険性が高

い森林については、次の森林の区域とする。 

４７．４８．５０．５３．７０．７１林班の一部 
1.98 

快適な環境の形成の機能の維持増進

を図るための森林施業をすべき森林 

 

 

 

保健文化機能の維持増進を図るため

の森林施業を推進すべき森林 

11．37．42．114．175．182．188．190．191．206．2

40林班の一部 
1,044.36 

木材の生産機能の維持増進を図るた

めの森林施業を推進すべき森林の区

域及び当該区域内における森林施業

の方法 

玖珠町全域 

18,518.12 

 木材の生産機能の維持増進を図

るための森林施業を推進すべき森

林のうち、特に効率的な施業が可

能な森林 
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【別表２】 

施業の方法 森林の区域 面積(ha) 

伐期の延長を推進すべき森林 6，38，42，140，175，183，214，237，238，241 

252 林班の一部 
75.35 

長伐期施業を推進すべき森林 

（ただし、クヌギ林、コナラ林については

、伐採時期を勘案して、２割の短縮をす

る。） 

21，23，32，86，89，90，94，98，106，113，132，1

46，147，149，164，173，174，176，182， 206，2

09，211，221，233，234，243，250，254 林班の

一部 

877.59 

複層林施業

を推進すべ

き森林 

複層林施業を推進すべ

き森林（択伐によるもの

を除く） 

４７．４８．５０．５３．７０．７１林班の一部 1.98 

択伐による複層林施業

を推進すべき森林 

11，14，26，34，37，42，51，59，86，94，95，103

，109，110，111，112，113，114，125，127，141，

144，146，148，149，170，174，175，176，182，1

88，190，191，211,222，232，240，242，255 林

班の一部 

419.84 

特定広葉樹の育成を行う森林施業を推

進すべき森林 

 

 

 

 

 

３ その他必要な事項 

 上記の他、長伐期施業を推進すべき森林を【別表３】のとおりとする。 

【別表３】 

施業の方法 森林の区域 面積（ha） 

 

 

長伐期施業を推進すべき森林 

12,16,27,28,31,32,38,50,65,82,87, 

140,218,232,255 

 

 

上記林班の一部 

 

 

258.00 

【別表３】に定める長伐期を推進すべき森林は、当該林班の県有林及び県民有林のうち、 

長伐期施業を行っている森林とする。 

 

第６ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

 １ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針 

長期の施業の受託、森林の経営の受託等により、森林の経営規模の拡大を図る。 

 

 ２ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策 

森林の施業又は経営の受託等による経営規模の拡大を促進するため、森林所有者（不在村を含む）等へ

長期の施業や森林の経営の委託を働きかけるとともに、森林の経営の受託等を担う林業事業体等の育成、

施業の集約化に取り組む者に対し森林の経営の受託等に必要な森林情報の提供や助言、あっせんなどを

推進する。また、流域内の県、町、森林管理署、森林・林業・木材産業関係団体を構成員とする流域林業活

性化協議会等を通じた合意形成を計画的かつ総合的に促進する。 
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 ３ 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項 

長期の施業の受託等森林の経営の受託の方法及び立木の育成権の委任の程度については、長期の視

点に立って安定的な権原に基づき継続的に森林経営を実施することが重要であるため、森林所有者との間

で、立木竹の育成権原及び一部立木の処分権原、森林の保護や作業路網等に関する権原を委ねられてい

る受委託とする。 

 

 ４ 森林経営管理制度の活用に関する事項 

 （１）森林所有者が自ら森林組合等に施業の委託を行うことなどにより森林の経営管理を実行することができない

場合には、森林経営管理制度の活用を図り、森林所有者から経営管理権を取得した上で、林業経営に適した森

林については意欲と能力のある林業経営者に経営管理実施権を設定するとともに、経営管理実施権の設定が困

難な森林及び当該権利を設定するまでの間の森林については、森林環境譲与税（仮称）を活用しつつ、市町村

森林経営管理事業を実施することにより、適切な森林の経営管理を推進する。 

 

（2）経営管理集積計画又は経営管理実施権配分計画の作成に当たっては、本計画に定められた公益的機能別

施業森林や木材の生産機能維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林等における施業の方法との整合

性に留意する。 

 

（3）経営管理権又は経営管理実施権の設定された森林又は設定が見込まれる森林については、当該森林の状

況等に応じて公益的機能別森林又は木材の生産機能維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

に位置づけるとともに、市町村森林経営管理事業を行った森林については、必要に応じ保安林指定に向けた対

応を行い、当該区域において定める森林施業等の確実な実施を図る。 

 

 第７ 森林施業の共同化の促進に関する事項 

 １ 森林施業の共同化の促進に関する方針 

森林所有者及び町、森林組合等による集落会議の開催を通じて合意形成を図り、森林施業の共同実施

や一体として整備することが相当である森林については森林経営計画の策定を推進し、計画的かつ効率的

な森林整備を推進する。 

  

 ２ 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策 

森林施業共同化を促進するため、県、町、森林組合等の関係機関が一体となり、林業労働力の効率的運

用とともに、施業の効率化、低コスト林業の推進を図り、森林所有者等に対しては指導・支援を強化し、森林

施業の集団的・計画的な推進を図る。 

併せて、今後、間伐等の適切な整備及び保全を推進するための条件整備として、境界の整備など森林管

理の適正化を図る。 

 

 ３ 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

森林施業の共同化を効果的に促進するため、森林作業道、土場、作業場等の施設の設置及び維持管理

の方法並びに利用に関し、あらかじめ必要な事項を明確にしておくこと。 

また、種苗その他の共同購入等、共同して行う施業の実施方法を明確にしておくこと。 

さらに、共同して森林施業を実施するものが先述の事項について遵守しないことにより、他の共同施業実

施者に不利益を被らせることがないよう、あらかじめ個々の共同施業実施者の責務等を明確にし、森林施業

の共同化の実効性を担保すること。 
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第８ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

１ 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項 

大分西部地域森林計画を踏まえ、効率的な森林施業を推進するため、林地の傾斜、搬出方法に応じ

た路網密度の水準や路網と高性能林業機械を組み合わせた低コストで効率的な作業システムに対応す

る路網整備の水準は次表のとおりとする。 

なお、路網密度の水準については、木材搬出予定箇所に適用するものとし、尾根、渓流、天然林等の除

地には適用しないこととする。 

  

区分 作業システム 
路網密度（ｍ／ｈａ） 

基幹路網（林道等） 森林作業道 

緩傾斜地（ ０°～１５°） 車両系 30 - 40 70 - 210 

中傾斜地（１５°～３０°） 
車両系 

23 - 34 
52 - 165 

架線系 2 - 41 

急傾斜地（３０°～３５°） 
車両系 

16 - 26 
35 - 124 

架線系 0 - 24 

急峻地（３５°～   ） 架線系  5 - 15 － 

 

 ２ 路網の整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 

    森林の木材等生産機能が比較的高く、計画期間内に作業路網等の整備と併せて効率的な森林施業を

推進する区域（木材生産重点区域）を次表のとおり設定する。 

    設定については、幹線となる林道等の利用区域であること、地域の要請等を考慮し、急峻地や地質、土

壌が脆弱な箇所は極力避けることとする。木材生産重点区域については、概要図（位置図及び区域図）の

とおりとする。 

木材生産重点区域 

番号 箇 所 名 団地面積 

（ha） 

人口林面積 

（ha） 

備 考 

市町村名 （大字）団地名等 

1 玖珠町 古後 28.4 22.6  

 

３  作業路網の整備に関する事項 

（１） 基幹路網に関する事項 

ア 基幹路網の作設にかかる留意点 

安全の確保、土壌の保全等を図るため、適切な規格・構造の路網の整備を図る観点等から、林道規程（昭

和４８年４月１日付け４８林野道第１０７号林野庁長官通知）又は林業専用道作設指針（平成２２年９月２４日２

２林整整第６０２号林野庁長官通知)を基本として県が定める林業専用道作設指針に則り開設する。 

 

 

イ 基幹路網の整備計画 

玖珠町に関する基幹路網については、大分西部地域森林計画に記載されている林道の開設

又は拡張に関する計画について次表に転記するとともに、玖珠町森林整備計画概要図のとおりと

すること。 
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（１）開設 

開設／ 

拡張 
種類 区分 

位置 

(字、林班等） 
路線名 

延長(m) 

及び箇所数 

利用区域 

面積(ha) 

うち前半５

年分 

対図 

番号 
備考 

開設 
自動車

道 

林業専

用道 

戸畑、 

114林班 
北平 600 36  ２  

〃 〃 
林業専

用道 

山下、 

32林班 
小原 1,600 60  ４  

計    ２路線 2,200     

 

（２）拡張（改良） 

開設／ 

拡張 
種類 区分 

位置 

(字、林班等） 
路線名 

延長(m) 

及び箇所数 

利用区域 

面積(ha) 

うち前半５

年分 

対図 

番号 
備考 

拡張 

（改良） 

自動車

道 
林道 

山田、 

138.140林班 
笹ヶ原 1,400 124    

〃 〃 林道 
日出生、 

211林班 
宇戸奥村 1,200 160    

〃 〃 林道 
山浦 

150,152,155林班 
山浦 4,000 1,979    

〃 〃 林道 
古後 

71林班 
専道 800 159    

計    ４路線 7,400     

（３）拡張（舗装） 

開設／ 

拡張 
種類 区分 

位置 

(字、林班等） 
路線名 

延長(m) 

及び箇所数 

利用区域 

面積(ha) 

うち前半５

年分 

対図 

番号 
備考 

拡長 

（舗装） 
自動車道 林道 

山田、 

138.140林班 
笹ヶ原 1,400 124    

〃 〃 林道 
古後、 

71林班 
専道 800 159    

〃 〃 林道 
山下、 

32林班 
小原 1,260 18    

〃 〃 林道 
戸畑、 

114林班 
北平 1,200 36    

計    ４路線 4,660     

 

ウ 基幹路網の維持管理に関する事項 

「森林環境保全整備事業実施要領」（平成 14 年３月 29 日付け 13 林整整第 885 号林野庁長官通知）、「民有林

林道台帳について」（平成８年５月 16 日付け８林野基第 158 号林野庁長官通知）等に基づき、管理者を定め、

台帳を作成して適切に管理する。 

 

 

 



22 

 

（２） 細部路網に関する事項 

ア 細部路網の作設に係る留意点 

継続的な使用に供する森林作業道の開設については、集材や造材等の作業を行う林業機械

の走行を想定としており、丈夫で簡易な規格・構造の路網を整備する観点等から、森林作業道作設

指針（平成２２年１１月１７日付け２２林整整第６５６号林野庁長官通知）を基本として、県が定める森林作業道

作設指針に則り開設する。 

なお、伐出作業に必要な森林作業道等の開設にあたっては、林地荒廃や災害発生をもたらす無秩序な

開設をしないこととし、森林作業道等の開設計画の安全確保を図るため、以下の事項に留意すること。 

（ア）土砂の崩壊や流出の防止と車両の安全走行を確保するため、事前踏査を十分に行い、適正な幅

員、縦断勾配、線形とするとともに、切土、盛土を最小限とするよう配慮すること。 

（イ）森林作業道等の開設により発生した土砂等が、下方の公道や河川等へ流出するおそれがある場合

は、防護柵等を設置するなど防止対策を行うこと。 

（ウ）高性能林業機械の作業ポイントは、地形等を考慮し、作業や林地残材の処理に必要な広さを確保で

きる平坦な場所に設置するとともに、路肩の崩壊を防止するため、必要に応じて、木材を活用した盛

土法面の補強に努めること 

 

   イ 細部路網の維持管理に関する事項 

    森林作業道作設指針等に基づき、森林作業道が継続的に利用できるよう適切に管理する。 

 

ウ その他必要な事項 

上記の他、山土場、機械の保管庫、土捨場等木材の合理的な搬出を行うために必要とされて

いる施設の整備等その他森林の整備のために必要な施設の整備について次表のとおりとする。 

林道等の開設にあたっては、関係機関と調整を図り交通安全施設の設置等、安全性の確保に十分配慮

すること。 

  

施設の種類 位置 規模 対図番号 番号 

なし     

 

第９ その他必要な事項 

 １ 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

長期にわたり持続的な経営を実現し、地域林業の中核となる森林組合等林業経営体の一体的かつ総合

的な体質強化を図るため、ICT を活用した生産管理手法の導入や事業の集約化等により事業量を拡大し、

経営基盤を強化と安定化を図る。 

また、林業に従事する者の養成及び確保については、広域就労の促進、作業間断期の就労施設の整備

等により、雇用の安定・長期化を図るとともに、社会保険等の加入等就労条件の改善に関する協議・指導活

動の推進及び林業・林産業事業体の安全管理体制の強化等による労働安全衛生の確保を図り、林業従事

者に対しては各種研修・講習等受講できるよう態勢を整備し、林業・林産業従事者の技術の向上、各種技能

の取得等を図り地域の中核的リーダーを養成する。 

  ２ 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 

木材生産性の向上及び労働の軽減を図るため、高性能林業機械を主体とする林業機械の導入により、非

皆伐施業にも対応した機械作業システムの導入を推進し、高性能林業機械作業の普及・定着、現地の作業

条件に応じた作業システムを効率的に展開できる林業機械オペレーターの養成、機械の共同利用等機械の
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作業システム化を推進する体制を整備するとともに、機械作業に必要な路網・作業ポイント等の施設の整備

を促進する。 

なお、急傾斜地で路網整備による林地荒廃が予想される森林にあっては、土地の形質の影響が少ないタ

ワーヤーダなど架線集材等を採用し、災害の未然防止に努める。 

  高性能林業機械を主体とする林業機械の導入目標 

 作業の種類 現状（参考） 将来 

伐倒 

 

造材 

 

集材 

 

 

筑後川流域 

  （緩傾斜） 

 

 

チェーンソー 

 

プロセッサ 

林内作業車 

ハーベスタ 

プロセッサ 

フォワーダ 

ウインチ付グラップル 

筑後川流域 

  （中傾斜） 

プロセッサ 

林内作業車 

チェーンソー 

集材機 

ハーベスタ 

プロセッサ 

フォワーダ 

ウインチ付グラップル 

チェーンソー 

集材機 

筑後川流域 

  （急傾斜） 

 

チェーンソー 

集材機 

プロセッサ 

チェーンソー 

集材機 

プロセッサ 

スイングヤーダ 

造林 

保育等 

 

地拵、下刈 

 

チェーンソー 

刈り払い機 

人力 

グラップル 

刈り払い機 

枝打ち 人力 自動枝打機 

 

 ３ 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 

木材流通・加工体制の整備については、森林所有者等から木材製造業者等に至る木材の安定的取引関係

の確立、施設・設備の大型化・高性能化等による流通・加工コストの低減、供給ロットの拡大を通じた需用者の

ニ－ズに即した品質及び性能の明確な木材製品を大量、安定的かつ低コストに供給し得る体制の整備、合法

性・持続可能性の証明された木材・木材製品の利用の普及について、関係者一体となって努める。 

また、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）が 2012（平成 24）年からスタートしていることから、未

利用材や早生樹等新たな森林資源の安定的な供給に向けて、関係者による体制を整備していく。 

木材利用については、公共建築物に加えて、民間建築物を含む建築物一般での更なる木材利用の促進に

取り組む。 

さらに、特用林産物の推進については、県を代表するしいたけを主要作目として、適地適作による産地形

成、品質の向上、規格の統一、安定的需給体制の確立、経営の近代化と生産基盤の整備等を積極的に推進

するとともに、需要に応じた特用林産物の新たな商品化等を行い、生産から流通・消費に至る総合的な振興を

図る。 
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 林産物の生産（特用林産物）・流通・加工販売施設の整備計画 

 

施設の種類 

現状（参考） 計画 

備考 
位置 規模 

対図

番号 
位置 規模 

対図

番号 

原木市場 小田 10,000～20,000㎥ 1     

製材工場 逢坂 2,420㎥ 2     

製材工場 石櫃 270㎥ 3     

製材工場 長野新町 975㎥ 4     

製材工場 辰ヶ鼻 620㎥ 5     

製材工場 小原 1,100㎥ 6     

製材工場 杉河内 1,000㎥ 7     

製材工場 本村 500㎥ 8     

製材工場 中泊里 960㎥ 9     

製材工場 大隈 300㎥ 10     

製材工場 四日市 250㎥ 11     

特用林産物出荷施設 元組 40t 12     

集出荷施設 帆足 30t 13     

特用林産物生産施設 下園 40t 14     

特用林産物生産施設 野平 5t 15     

特用林産物生産施設 杉山 20t 16     

特用林産物生産施設 野平 30t 17     

特用林産物生産施設 野平 25t 18     

特用林産物生産施設 金粟院 10t 19     

特用林産物生産施設 烏帽子 10t 20     

特用林産物生産施設 倉ヶ峠 10t 21     

特用林産物生産施設 小田 5t 22     

 

 Ⅲ 森林の保護に関する事項 

 第１ 鳥獣害の防止に関する事項 

  １  鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

     野生鳥獣による森林の被害状況等に応じ、当該鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森林の区域

及び当該区域内における鳥獣害の防止について、大分西部地域森林計画で定める鳥獣害の防止に関する

事項を踏まえ次のとおりとする。 

（１） 区域の設定 

鳥獣害防止森林区域及び対象とする鳥獣を別表４のとおりとする。 

（２） 鳥獣害の防止の方法 

次のア又はイに掲げる鳥獣害防止対策を地域の実情に応じ単独で又は組み合わせて推進するとともに、対

策の実施に当たっては鳥獣保護管理施策や農業被害対策等と連携・調整に努める。 

ア 植栽木の保護措置 

     防護柵の設置又は維持管理、幼齢木保護具の設置、剥皮防止帯の設置、現地調査等による森林のモニ 

タリングの実施 
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   イ 捕獲 

     わな捕獲（ドロップネット、くくりわな、囲いわな、箱わな等によるものをいう。）、誘因狙撃等の銃器による捕

獲等の実施 

  ２ その他の必要な事項 

     該当区域内における被害防止対策の実施状況については、必要に応じて、鳥獣害対策関連事業、有 

害鳥獣捕獲許可等の関係書類などのほか植栽木の保護措置の調査・巡回、各種会議での情報交換、区

域内で施行を行う林業事業体や森林所有者からの情報収集等により確認を行うものとする。 

【別表４】 

対象鳥獣の種類 森林の区域 面積（ha） 

シカ １，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７，１８ 

１９，２０，２１，２２，２３，２４，２５，２６，２７，２８，２９，３０，３１，３２，３３ 

３４，３５，３６，３７，３８，３９，４０，４１，４２，４３，４４，４５，４６，４７，４８ 

４９，５０，５１，５２，５３，５４，５５，５６，５７，５８，５９，６０，６１，６２，６３ 

６４，６５，６６，６７，６８，６９，７０，７１，７２，７３，７４，７５，７６，７７，７８ 

７９，８０，８１，８２，８３，８４，８５，８６，８７，８８，８９，９０，９１，９２，９３ 

９４，９５，９６，９７，９８，９９，１０８，１０９，１１８，１１９，１２０，１２１ 

１２２，１２３，１２４，１２５，１２６，１２７，１２８，１２９，１３０，１３１，１３５ 

１３６，１３７，１３９，１４０，１４１，１４２，１４３，１４４，１４５，１４６，１４７ 

１４８，１４９，１５０，１５１，１５２，１５３，１５４，１５５，１５６，１５７，１５８ 

１５９，１６０，１６１，１６２，１６３，１６４，１６５，１６６，１６７，１６８，１６９ 

１７０，１７１，１７２，１７３，１７４，１７５，１７６，１７７，１７８，１７９，１８０ 

１８１，１８２，１８３，１８４，１８５，１８６，１８７，１８８，１８９，１９０，１９６ 

１９７，１９８，２００，２０１，２０２，２０３，２０４，２０５，２０６，２０７，２０９ 

２１０，２１１，２１２，２１３，２１４，２１５，２１６，２１７，２１８，２１９，２２０ 

２２１，２２２，２２３，２２４，２２５，２２６，２２７，２２８，２２９，２３０，２３１ 

２３２，２３３，２３４，２３５，２３６，２３７，２３８，２３９，２４０，２４１，２４２ 

２４３，２４４，２４５，２４６，２４７，２４８，２４９，２５０，２５１，２５２，２５３ 

２５４，２５５ 

16,992.5 

 

 

第２ 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項 

     大分西部地域森林計画で定める森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項及び関

係する行政施策を踏まえ次のとおりとする。 

１  森林病害虫等の駆除及び予防の方法 

（１）森林病害虫等の駆除及び予防の方針及び方法 

マツ枯れ、ナラ枯れ等森林病害虫等による被害の未然防止、早期発見及び早期駆除に努める。 

特に松くい虫による被害対策については、森林病害虫等防除法に基づく対策対象松林に応じ対策を図る。 

高度公益機能森林については、地上散布、伐倒駆除、樹幹注入等の防除を徹底するとともに、松林の健全

化のための整備を推進することにより、その保全を図る。被害拡大防止森林については、被害の状況等に応

じ、被害跡地の復旧及び抵抗性を有するマツ又は、スギ、ヒノキ、クヌギ等他の樹種への計画的な転換を推

進し、感染源の除去を図る。 

 



26 

 

２ 鳥獣害対策の方法（第 1 に掲げる事項を除く） 

鳥獣による森林被害については、鳥獣保護管理施策との連携を図りつつ、鳥獣との共存にも配慮した森林

の整備及び保全を図る。 

特に、シカによる森林被害については、スギ、ヒノキ等造林木への食害や角こすりによる樹皮剥皮等による致

命的な被害を受けているため、防護ネットや防護資材等の設置を効果的に推進する。 

また、近年、クヌギ等の萌芽の食害が増え、伐採後の天然更新が困難となるなど、将来的な椎茸原木林の資

源不足が危惧されるため、伐採後の防護柵の設置等被害の未然防止、早期発見に努める。 

 

３ 林野火災の予防の方法 

林野火災を未然に防止するため、林内歩道等の整備を図りつつ、森林巡視、山火事警防等を適時適切に

実施するとともに、防火線、防火樹帯等の整備を推進する。 

 

４ 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項 

森林病害虫の駆除等のため、火入れを実施する場合には、玖珠町火入れに関する条例等における火入れ

の規定によること。 

 

５ その他必要な事項 

（１）病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき森林 

風害、病虫害等の被害を受けているもの又は被害を受けやすいものであって、森林の健全性の維持の観点

から伐採して更新を図ることが望ましい森林については、次表のとおりとする。 

病害虫の被害を受けている等の理由により伐採すべき林分 

森林の区域 備考 

該当なし  

（２）荒廃竹林の整備 

 竹は、地下茎が伸びて繁殖・拡大をする。一度駆除しても繁殖源となる竹林が近隣に存在している場合は、

地下茎はおよそ２ｍ／年伸長し、時には６ｍ／年伸長する場合もあるので、２～３年程度かけて次の施業を実

施する。 

 

竹林駆除の標準的な方法 

施業区分 施業時期 備  考 

親竹の伐採 １２月～２月頃 新竹（タケノコ）、ササ竹の大量発生を抑えるため、地下茎の成長休止

期である冬場に伐採する。 

ササ竹の刈払いを容易にするため、伐採竹は、できるだけチップ化又

は伐採区域外に搬出する。 

新竹（タケノコ）の

伐採 

親竹の伐採後 

７月頃 

地下茎を弱らせるため、親竹の伐採後に発生した新竹（タケノコ）を初

夏に伐採する。 

ササ竹の刈払いを容易にするため、伐採竹は、できるだけチップ化又

は伐採区域外に搬出する。 

ササ竹の刈払い 適宜 再び地下茎が活性化しないように、発生したササ竹を刈払う。 

地下茎の拡大防

止 

適宜 地下茎の拡大防止を図るため、埋設資材などで深さ約１ｍの遮断層を

設ける。ただし、竹の繁殖力は旺盛なので、遮断層の周りに新竹（タケ

ノコ）が発生しないよう定期的な点検が必要である。 
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（３） その他 

森林の保護については、適切な間伐等の実施、保護樹帯の設置、広葉樹林や針広混交林の造成等により

病害虫、鳥獣害、林野火災等の森林被害に対する抵抗性の高い森林の整備に努める。 

 

Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項 

１ 保健機能森林の区域   

大分西部地域森林計画に定める当該保健機能森林の区域の基準に基づき、美しい自然景観を持つ森林

等保健機能の高い森林のうち、多様な樹種が賦存し、地域住民等が森林レクリエーションの場として活用して

おり、今後、施設整備が予定され入り込み数の増大が見込まれる区域とし、次表のとおりとする。 

 保健機能森林の区域 

森林の所在 森林の林種別面積 （ha） 備考 

位置 林小班 合計 人工林 天然林 無立木地 竹林 その他 

大字山田 138の１ 92.05 14.38 77.17 0.5 
  水源涵養保安林 

90.67ha 

 

２ 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項 

大分西部地域森林計画で定める当該保健機能森林の区域内における森林の施業の方法に関する指針に

基づき、次表のとおりとする。 

造林、保育、伐採その他の施業の方法 

施業の区分 施業の方法 

伐採、造林、植栽

、保育 

 

 

 

 

 保健機能森林における森林の施業については、森林保健機能の一層の増進を図ると

ともに、森林が有する諸機能の保全に配慮しつつ、次に掲げるような多様な施業を積極

的に実施する。 

・択伐を原則とする。 

・伐採後は、速やかに植栽又は更新作業を行うこととし、２年以内に更新を完了するもの

とする。なお、植栽にあたっては出来るだけ多様な樹種構成となるよう配慮する。 

・当該森林は特定施業森林区域であり、特定広葉樹林施業を推進すべき森林の保育の

方法に従い行うものとする。 

 

３ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項 

（１）森林保健施設の整備 

施設の整備にあたっては自然環境の保全、国土の保全及び文化財の保護に配慮しつつ、地域の実情、利

用者の意向等を踏まえて多様な施設整備を推進する。 

なお、実施にあたっては次の点に配慮すること。 

ア 景観等森林の状況、利用の見通し等に応じた施設の整備を行うこと。 

イ 保健機能森林の四季を通じた利用に資するための施設の設置に努めること。 

ウ 周辺地域の既存の施設との調和に配慮した整備を行うこと。 

エ 森林の有する保健機能以外の諸機能に著しい支障を及ぼさないよう、林地の利用状況に応じて施設の

位置、規模等を適切に決定すること。 

オ 周辺の森林との調和、地域の林業の振興を図る観点から、積極的に木造施設の導入を図ること。 
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森林保健施設の整備 

施設の整備 

次の事項について記載する。 

１ 整備することが望ましいと考えられる主な森林保健施設（管理施設、キャンプ場、林間広場、遊歩道

等である。 

２ 森林保健施設の施設及び維持運営に当たっての留意事項 

３ 必要に応じ、期待平均樹高を踏まえた施設の整備を行うに当たっての留意事項 

 

（２）立木の期待平均樹高 

対象森林を構成する立木が、標準伐期齢に達した時に期待される平均樹高（既に標準伐齢期に達している

立木にあってはその樹高）を次表のとおり定める。 

樹種 期待平均樹高（ｍ） 備  考 

スギ １７  

ヒノキ １５  

クヌギ ６  

 

４ その他必要な事項 

  対象森林の巡視、施設の保守・点検、利用者の防火意識の啓発及び防火施設の整備、安全施設の設置等に

努める。 

 

Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 

１ 森林経営計画の作成に関する事項 

（１）森林経営計画の記載内容に関する事項 

森林経営計画を作成するに当たり、次に掲げる事項について適切に計画すべきものとする。 

ア Ⅱの第２の３の植栽によらなければ的確な更新が困難な森林における主伐後の植栽 

イ Ⅱの第４の公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

ウ Ⅱの第５の３の森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項及びⅡの第６の３の共同して森林施

業を実施する上で留意すべき事項 

エ Ⅲの森林の保護に関する事項 

 なお、経営管理実施権が設定された森林については、森林経営計画を樹立して適切な施業を確保することが望

ましいことから、経営管理実施権配分計画が公告された後、林業経営者は、当該森林について森林経営計画の

作成に努めることとする。 

 

（２）森林法施行規則第３３条第１号ロの規定に基づく区域 

 

区域名 林班 区域面積（ha） 

玖珠１ １・２・３・８５・８６・８７・８８・８９・９０・９１・９２・９３・９４ １，２４７．６１ 

玖珠２ 
４・５・６・７・８・９・１０・１１・１２・１３・１４・１５・１６・１７・１８・１９・２０・２１・２２・２３

・２４ 
１，２８１．２９ 

玖珠３ ２５・２６・２７・２８・２９・３０・３１・３２・３３・３４・３５・３６・３７・３８・３９・４０・４１ １，０２２．７５ 

玖珠４ 
４２・４３・４４・４５・４６・４７・４８・４９・５０・５１・５２・５３・５４・５５・６０・６１・６２・６

３・６４ 
１，１４９．０３ 
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玖珠５ 
５６・５７・５８・５９・６５・６６・６７・６８・６９・７０・７１・７２・７３・７４・７５・７６・７７・７

８・７９・８０・８１・８２・８３・８４ 
１，７１９．６７ 

玖珠６ 
９５・９６・９７・９８・９９・１００・１０１・１０２・１０３・１０４・１０５・１０６・１０７・１０８・１

０９・１１０・１１１ 
１，０４１．８９ 

玖珠７ 
１１２・１１３・１１４・１１５・１１６・１１７・１１８・１１９・１２０・１２１・１２２・１２３・１２４・

１２５・１２６・１２７ 
１，１５１．５９ 

玖珠８ 
１２８・１２９・１３０・１３１・１３２・１３３・１３４・１３５・１３６・１３７・１３８・１３９・１４０・

１４１・１４２・１４３・１４４・１４５・１４６・１４７・１４８・１４９・１５１・１５３ 
２，２７１．１３ 

玖珠９ 
１５０・１５２・１５４・１５５・１５６・１５７・１５８・１５９・１６０・１６１・１６２・１６３・１６４・

１６５・１６６・１６７・１６８ 
１，８５７．１０ 

玖珠１０ 
１６９・１７０・１７１・１７２・１７４・１７９・１８０・１８１・２３５・２３６・２３７・２３８・２３９・

２４０・２４１・２４２・２４３・２４４・２４５・２４６・２４７・２４８・２４９・２５０・２５１・２５２ 
１，６０７．０６ 

玖珠１１ 

１７３・１７５・１７６・１７７・１７８・１８２・１８３・１８４・１８５・１８６・１８７・１８８・１８９・

１９０・１９１・１９２・１９３・１９５・１９６・１９７・１９８・２００・２０１・２０２・２０３・２０４・

２０５・２０６・２０７・２０８ 

１，９１３．５５ 

玖珠１２ 
２０９・２１０・２１１・２１２・２１３・２１４・２１５・２１６・２１７・２１８・２１９・２２０・２２１・

２２２・２３３・２３４ 
１，３７８．９８ 

玖珠１３ ２２３・２２４・２２５・２２６・２２７・２２８・２２９・２３０・２３１・２３２・２５３・２５４・２５５ ８７６．４７ 

計  １８，５１８．１２ 

 

２ 森林の総合利用の推進に関する事項 

森林は木材生産による経済活動はもとより、里山として地域の保護文化機能が高められることからその機能

が十分発揮されるよう適切な維持管理を行うよう指導するとともに、青少年に対しては、実り豊かな森林を次代

に引き継いでいくため、森林探索等を通じ環境教育の場としての利用を推進する。 

  

 森林の総合利用施設の整備計画 

施設の種類 
現状（参考） (将来） 

対図番号 
位置 規模 位置 規模 

伐株山森林空

間総合利用対

策事業 

大字山田 

１３８林番 

伐株山 憩いの森 

憩いの館（340㎥） 

バンガロー 5棟 

コテージ  3棟 

  

1 

 

 ３ 住民参加による森林の整備に関する事項 

（１） 地域住民参加による取組に関する事項 

地域住民の森林に対する意識を深めるため、森林整備活動や自然保護活動、ボランティア活動に積

極的に取り組むよう推進する。 

（２） 上下流連携による取組みに関する事項 

本町は筑後川の上流域にあたり、下流域の市町村の水源として重要な役割を果たしている。よって上

下流域の協力をより一層推進するために、関係自治体間の理解と協力を醸成する。 

（３） 法第１０条の１１の９第２項に規定する施業実施協定の参加促進対策 

（４） その他 
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４ 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項 

施業履歴等から森林整備が特に必要な区域を定め、当該区域において、地域の実情を踏

まえ、優先度の高い地域から経営管理意向調査、森林現況調査、経営管理権集積計画の作成

等を進める。 


